
渋川市発注工事に係る中間前金払制度に関する取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、市が発注する土木建築に関する工事の中間前金払制度の取扱

いについて、渋川市財務規則（平成１８年渋川市規則第４３号）及び渋川市契約

規則（平成１８年渋川市規則第４９号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。

（対象とする工事）

第２条 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第

５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する市発

注工事（土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用

に供することを目的とする機械類の製造を除く。）であって、原則として年度内

完成工事とし、当該工事の請負代金額が２００万円以上で、かつ、予定工期が９

０日以上のものであって、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(１) 工期の２分の１を経過していること。

(２) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされてい

る当該工事に係る作業が行われていること。

(３) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１

以上の額に相当するものであること。

（中間前金払の対象となる経費の範囲）

第３条 中間前金払の対象となる経費は、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機

械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、

支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額とし

て必要な経費とする。

（中間前金払の割合）

第４条 請負代金額の１０分の２以内の額とする。ただし、中間前金払を行った際

の前払金の合計額が請負代金額の１０分の６を超えてはならないものとする。

（中間前金払と部分払の選択）

第５条 中間前金払と部分払は、受注者がいずれかを選択することとする。

２ 中間前金払を行った工事にあっては、部分払を行わないこととする。

３ 中間前金払を行った工事が、請負代金額の３分の２以上に相当する工事出来高

がある場合において、市の都合又は天候の不良等受注者の責めに帰することがで

きない事由その他正当な事由により、当該工事が年度内に完成することができず

繰越が予想される工事については、次の式により算定して得た額を部分払として

行うことができるものとする。

部分払金額＝工事出来高金額×（９／１０－前払金額／請負代金額）－中間前



払金額

（債務負担行為に係る特例）

第６条 債務負担行為に係る契約については、当該年度の支払限度額の範囲内で支

出できる見込みのものについて、その年度の出来高予定額を対象として中間前金

払をすることができるものとする。

２ 債務負担行為に係る契約で中間前金払を選択した工事については、当該年度に

おける出来高部分の額が予定額に達した場合に、その年度の支払限度額の範囲内

で部分払をすることができるものとする。

（認定の方法）

第７条 契約担当者は、受注者から中間前払金認定請求書（渋川市財務規則様式第

４５号の２）が提出されたときは、当該契約に係る工期（債務負担行為に係る契

約では、当該年度の工事実施期間）の２分の１を経過し、かつ、工程表によりそ

の時期までに実施すべき作業が行われ、その作業に要する経費が請負代金額（債

務負担行為に係る契約では、当該年度の出来高予定額）の２分の１以上の額に相

当するものであるかどうかを調査するものとする。

２ 契約担当者は、当該認定申請に係る調査について、別途確認済みの工事工程報

告等を基に、受注者から建設工事請負契約約款第１１条に基づく履行報告書（別

記様式第１号）を提出させ、これを確認することにより行うものとする。

なお、この場合、工事工程報告等が提出されていないものについては、併せて

提出させることにより、適宜履行状況の確認を行うものとする。

３ 契約担当者は、工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その

額を履行報告の出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。

また、設計図書の変更指示に基づき、新規工種等の追加指示が行われていれば、

当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種

等に係る出来高を、認定対象とする出来高に含めることができるものとする。

４ 契約担当者は、その調査結果が適当と認められるときは、当該認定申請を受け

た日から、原則として７日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に中間前払

金認定通知書（渋川市財務規則様式第４５号の３）を２部作成し、１部を受注者

に交付し、１部を受注者が提出する請求書に添えて処理するものとする。ただし、

当該認定に当たり受注者からの提出資料に不備若しくは遅滞があったときその他

特別の事情があるときの認定期間についてはこの限りでない。

附 則

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。


